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令和７年１１月三芳町農業委員会総会議事録 

 

1.開催日時 令和７年１１月２５日（火） 午後３時３０分～午後４時００分 

 

2.開催場所 三芳町役場 ３０１会議室 

 

3.出席委員 12人 

会長            長谷川 清行 

会長職務代理      古寺 貞雄 

委員            島田 裕康 

               矢島 秀信 

               鈴木 浩之 

               淸水 高広 

               塩野 智恵 

               武田 修二 

               鈴木 孝史 

               鈴木 浩 

               髙山 誠二 

               田中 義行 

 

 

4.議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会議書記の指名 

 

 

議案第９８号 農地法第５条の規定による農地転用許可申請に対する意見具申の件 

報告第８６号 農地法第３条の３の規定による権利移転届出書受理の件（報告） 

報告第８７号 農地法第６条の２の規定による農地等の利用状況報告書受理の件（報告） 

報告第８８号 農用地利用集積等促進計画の認可の件（報告） 

報告第８９号 農地法第１８条の規定による合意解約通知書受理の件（報告） 

報告第９０号 農地法施行規則第５３条第１項第２０号の規定による農地の試掘調査の件（報

告） 

 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長 三浦 康晴  事務局次長 大久保 淳  主    幹 江田 直也 

主   事 三浦 涼太  主   事   石原 柊    主 事 補 清水 大輝 
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６．会議の概要 

 

会長 それでは、三芳町農業委員会総会会議規則第６条により、出席委員が過半数に達

しておりますので、ただいまより総会を開催いたします。 

  本日の議事における、議事録署名委員の指名については、議事録署名委員に島

田 裕康委員、矢島 秀信委員を選任します。本日の議事における、会議書記には

農業委員会事務局の三浦主事を指名いたします。それでは、本日の提出議案案

件について、事務局より概要説明を求めます。 

 

事務局 議案第９８号、１、農地法第５条の規定による農地転用許可申請に対する意見具

申の件、別紙のとおり 

 報告第８６号、１、農地法第３条の３の規定による権利移転届出書受理の件（報

告） 、別紙のとおり 

 報告第８７号、１、農地法第６条の２の規定による農地等の利用状況報告書受理

の件（報告）、別紙のとおり 

 報告第８８号、1、農用地利用集積等促進計画の認可の件（報告）、別紙のとおり 

 報告第８９号、1、農地法第１８条の規定による合意解約通知書受理の件（報告）、

別紙のとおり 

 報告第９０号、1、農地法施行規則第５３条第１項第２０号の規定による農地の試

掘調査の件（報告）、別紙のとおり 

 令和７年１１月２５日提出  

 三芳町農業委員会 会長 長谷川 清行  

 以上でございます。 

 

会長 議案第９８号番号１について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 １ページをご覧ください。 

 議案第９８号は農地法第５条の規定による農地転用許可申請の件となっておりま

す。 

 番号１につきましては、 

 権利が所有権の移転となっております。 

 所在が〇〇○○の１筆となります。 

 所在につきましては、２ページから３ページまでの案内図、公図の写しをご覧くだ

さい。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑であり、面積は７０㎡となっております。 

 譲渡人が〇〇○○、〇〇○○ 

 譲受人が〇〇○○、〇〇○○ 

 〇〇○○、〇〇○○ 

 申請事由が、自己用住宅となっております。 

 詳しい土地の選定理由ですが、譲受人は現在借家に居住しており、将来の家族構

成や通勤の利便性を踏まえ、勤務先や都内へのアクセスが良好な実家の近くに自

宅を新築したいと考えておりました。当初は農地以外の宅地を検討しましたが、適
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地が見つからず、母と相談の上、実家隣接の月極駐車場跡地に建築することとい

たしました。なお、市街化調整区域において自己用住宅を建築する際は、三芳町

の開発基準において敷地面積 200 ㎡以上とすることとされています。この要件を

満たすため、不足分については〇〇○○所有の隣接農地の一部を活用すること

について相談し、承諾を得られたため、本申請に至ったとのことです。 

 詳しい配置図、平面図、立面図、断面図につきましては、４ページから７ページをご

覧ください。 

 続きまして、８ページの許可基準に基づきましてご説明いたします。 

 こちら立地基準につきまして、農地区分は第１種農地となります。 

 第１種農地の転用は原則不許可となっておりますが、許可相当とする理由としまし

て、不許可の例外規定である、集落接続（住宅その他申請に係る土地の周辺の地

域において、居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して

設置されるもの）、という規定がございますので、本件はこれに該当するため許可

見込みがあると考えております。 

 また、一般基準についてご説明いたします。 

 資力および信用についてや申請後速やかに事業を実施する見込みがあるかどう

か、などア～キについての基準について、添付の資料から支障がないと考えており

ます。 

 次に周辺の農地に係る営農条件についてもア～エの基準について、申請書添付

資料などで確認しておりまして、支障はないと考えております。 

 また、地域の効率的、総合的な農地利用へ支障がないかどうか、につきましてもア

～ウの基準について、三芳町観光産業課農業振興担当と協議の上、地域計画、及

び三芳町農業振興地域整備計画への影響がないことを確認しております。 

 事務局からは以上です。 

 

会長 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１３番委員 現地を確認してまいりました。 

 以前からしっかり管理をしている農地で、きれいな状態でした。 

 問題ないかと思われます。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

会長 議案第９８号番号１について何か意見ございませんか。 

 

１番委員 譲渡人と譲受人は親子でしょうか。また、都市計画法の開発許可は問題ないので

しょうか。 

 

事務局 譲渡人と譲受人は、叔父と姪の関係にあります。本案件についての開発許可につ

いては問題ない旨を確認しております。 

 

１番委員 分かりました。 

 

会長 他に質問はございませんか。 
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 異議なしの声がでましたので議案第９８号番号１は許可相当とします。 

 これよりは報告案件となります。事務局より説明をお願いします。 

事務局 ９ページをご覧ください。 

 報告第８６号は、農地法第３条の３の規定による相続等による権利移転届出書受

理の件となっております。 

 番号１につきましては、 

 所在が〇〇○○から、〇〇○○までの計１１筆となっております。 

 所在につきましては、１０ページから１７ページの案内図、公図の写しをご覧くださ

い。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑で、面積は合計１５，８１１㎡となっております。 

 被相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 権利は所有権の移転で、申請事由は相続となり、 

 あっせんの希望は無しで受理済みです。 

 再度９ページをご覧ください。 

 番号２につきましては、 

 所在が〇〇○○の１筆となっております。 

 所在につきましては、１８ページから１９ページの案内図、公図の写しをご覧くださ

い。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑で、面積は２，５４５㎡となっております。 

 被相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 権利は所有権の移転で、申請事由は相続となり、 

 あっせんの希望は無しで受理済みです。 

 

 続きまして２０ページをご覧ください。 

 報告第８７号は、農地法第６条の２の規定による農地等の利用状況報告書受理の

件です。 

 法人が農地を所有し、又は借り受け、耕作の事業に供しているときは、毎年、事業

の状況等について農業委員会に対して報告しなければならないこととなっており

ます。 

 報告第８７号番号１につきましては、 

 所在が〇〇○○の１筆となっております。 

 所在につきまして、２１ページの案内図をご覧ください。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、農振地域となっております。 

 面積が２，０７６㎡となっております。 

 こちらは、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画、いわゆる利用権

設定による賃借権の設定になっております。 

 貸人が〇〇○○、〇〇○○ 

 借人が〇〇○○、〇〇○○ 

 となっております。 

 権利の始期と終期は令和５年１０月１日から令和１５年９月３０日までの 
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 １０年となります。 

 こちらの利用状況報告書につきましては届出受理済であり、 

 年間従事日数や農地の管理状況については確認済みでございます。 

 

 続きまして２２ページをご覧ください。 

 報告第８８号は、農用地利用集積等促進計画の認可の件となっております。 

 この案件は、令和７年８月の総会にて農地中間管理機構を通しての貸し借りを行

う件で審議を行い、決定をいただきました。 

 その後、農地中間管理機構から借り受ける方が決定し、県から認可の上、公告が

なされたことについて、農業委員会あてに通知がありましたのでこの場でご報告

するものです。 

 番号１につきましては、 

 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計４筆となります。 

 所在につきましては、２３ページから２６ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となります。 

  面積は上から１，８７２㎡、１，０９０㎡、１，７３３㎡、0.５２㎡の計４，６９５.５２㎡であ

り、権利が使用貸借権の設定です。 

 貸人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 借人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 権利の始期と終期ですが、 

 令和７年１１月１日から令和１７年１０月３１日までの１０年間となります。 

 番号２につきましては、 

 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計４筆となります。 

 所在につきましては、２７ページから２９ページまでの案内図、公図の写しをご覧く

ださい。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となります。 

 面積は上から１，９６８㎡、１，２３２㎡のうち１，０１７㎡、３１７㎡、４６９㎡の計３，７７１

㎡であり、権利が使用貸借権の設定と賃借権の設定です。 

 貸人は〇〇○○、〇〇○○ 

 借人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 権利の始期と終期ですが、 

 令和７年１１月１日から令和１３年１０月３１日までの６年間となります。 

 公告日は番号１番号２のどちらも令和７年１０月２７日となります。 

 

 続きまして、３０ページをご覧ください。 

 報告第８９号は、農地法第１８条の規定による合意解約通知書受理の件です。 

 報告第８９号番号１、番号２は連動しておりますので併せてご報告します。 

 番号１は耕作者から中間管理機構への返却の件となっており、 

 番号２は中間管理機構から地権者への返却の件です。 

 番号１及び番号２の所在は〇〇○○の１筆となっております。 

 所在につきましては、３１ページの案内図をご覧ください。 



 

6 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、農振地域となっております。 

 面積は２８３㎡となっております。 

 番号１につきましては、 

 貸人が〇〇○○、〇〇○○ 

 借人が〇〇○○、〇〇○○となっております。 

 番号２につきましては、 

 貸人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 借人は、〇〇○○、〇〇○○ 

 解約申入日、解約成立日、が令和７年１０月１６日 

 解約引渡日が令和７年１１月３０日 

 解約通知日は令和７年１０月２２日となっており、 

 解約事由は合意解約で受理済みです。 

 

 続きまして、３２ページをご覧ください。 

 報告第９０号は、三芳町教育委員会より提出された、農地法施行規則第５３条第１

項第２０号の規定による農地の試掘調査に関する報告の件となります。 

 農地法施行規則第５３条は、農地の転用のための権利移動の制限の例外となりま

す。ここで定める事項は例外的に農地転用許可を要しないこととなっており、本案

件は、農地法施行規則第５３条第１項第２０号に当たり、「地方公共団体が文化財

保護法第九十九条第一項の規定による土地の発掘を行うため、農地を一時的に

農地以外のものにするためこれらの土地につき使用及び収益を目的とする権利

が設定される場合」に合致するため、農地転用許可は要らず、報告のみとなります。 

 所在が〇〇○○の１筆となっております。 

 所在につきましては、３３ページの案内図をご覧ください。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっております。 

 面積は７０㎡となっております。 

 なお、詳しい土地利用計画につきましては、３４ページの土地利用計画図をご覧く

ださい。 

 試掘調査期間は、令和７年１１月１４日から令和７年１２月１９日となっており、掘削

方法は、深さ１ｍから３ｍ、長さ２７ｍのトレンチを１本掘削予定となります。 

 被害防除方法は、試掘調査をする敷地外周にロープやネット等で囲いをするとの

ことです。 

  

 事務局からは以上です。 

 

会長 以上で、本日の提出議案はすべて終了しました。 

最後に、事務局に申し伝えます。本日すべての議事が議決となりました。 

議案の議決文を作成し、本日の議案書とともに保管してください。 
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上記会議の顛末に相違がないことを証明するため、署名する。 

 令和 ７ 年 １２ 月 ２２ 日 

 

       議長      長谷川 清行 

 

         署名委員   島田 裕康 

 

署名委員   矢島 秀信 


